
　

昨
今
、
中
東
情
勢
の
影
響
等
に
よ
り
、
指
定

ご
み
袋
の
原
料
で
あ
る
ナ
フ
サ
の
供
給
不
足
が

懸
念
さ
れ
、
一
部
自
治
体
の
指
定
ご
み
袋
の
品

薄
が
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
今
年
度
必
要
と
な
る
指
定
ご
み
袋

の
在
庫
を
十
分
に
確
保
し
て
い
ま
す
。
市
民
の

皆
様
の
生
活
に
影
響
が
生
じ
る
状
況
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
ま
で
通
り
安
心
し
て
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

今
後
も
安
定
的
な
供
給
体
制
を
維
持
し
て
い

き
ま
す
。
必
要
以
上
の
購
入
は
お
控
え
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問　

生
活
環
境
課　

℡
22-

３
５
６
５

お 

し 

ら 

せ

指
定
ご
み
袋
は
十
分
な
在
庫
量
を

確
保
し
て
い
ま
す

　

８
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
資
格
確

認
書
の
交
付
が
見
直
さ
れ
ま
す
。８
月
以
降
は
、

次
の
通
り
資
格
確
認
書
ま
た
は
「
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
」
の
い
ず
れ
か
を
、
７
月
初
旬
か
ら

順
次
郵
送
し
ま
す
。

85
歳
以
上
の
方

　

全
て
の
方
に
資
格
確
認
書
（
み
ず
色
）
が
交 

　

付
さ
れ
ま
す
。

84
歳
以
下
の
方

 

・
直
近
１
年
間
に
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
が　

 
　

６
回
以
上
あ
り
、
か
つ
直
近
３
か
月
以
内
に 

　

利
用
し
て
い
る
方
は
「
資
格
情
報
の
お
知
ら 

　

せ
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

 

・
そ
れ
以
外
の
方
は
、
資
格
確
認
書
が
交
付
さ 

　

れ
ま
す
。

※
令
和
８
年
度
住
民
税
の
課
税
所
得
等
に
よ 

　

り
、
一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
更
に
な
っ
て 

　

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
　
保
険
年
金
課　

℡
22-
３
５
０
４

　

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

℡
０
７
３-

４
２
８-

６
６
８
８

■
申
請
免
除
制
度

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
、
申
請
を
し
て
承
認
さ
れ
る

と
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
申
請
免
除

制
度
が
あ
り
ま
す
。

承
認
期
間　

７
月
～
翌
年
６
月
（
途
中
か
ら
の 

　

申
請
も
可
能
）

免
除
の
種
類　

全
額
免
除
、
一
部
免
除

※
退
職
（
失
業
）
を
理
由
と
し
た
特
例
免
除
制

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
にご加

入
の
皆
さ
ま
へ

　
国
民
年
金
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

度
も
あ
り
ま
す
。
退
職
（
失
業
）
さ
れ
た
方
の

所
得
を
除
外
し
て
免
除
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
申
請
に
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

票
、
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し

等
が
必
要
で
す
。

■
納
付
猶
予
制
度

　

50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

承
認
さ
れ
た
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す

が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
保
険
料
を
納
め
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、 

　
「
も
し
も
」
の
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
や
遺 

　

族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り 

　

ま
す
。
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
申 

　

請
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
国
民
年
金
手
続
の
電
子
申
請

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
「
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
」
に
ロ
グ
イ
ン
す
る
と
、
国
民
年

金
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
取
得
・
種
別
変
更
、

国
民
年
金
免
除
・
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例

の
電
子
申
請
が
で
き
ま
す
。
申
請
後
の
状
況
や

審
査
結
果
も
確
認
で
き
ま
す
。

問　

和
歌
山
西
年
金
事
務
所

　
　
　

℡
０
７
３-

４
４
７-

１
６
６
０

　
　

保
険
年
金
課　

℡
22-

３
５
０
４

　

和
歌
山
県
立
医
科
大
学
小
児
成
育
医
療
支
援

室
で
は
、
こ
ど
も
の
発
達
や
発
育
、
学
校
生
活
、

不
登
校
、
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
な
ど
に
つ
い

て
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
「
言
葉
の
発
達
が
気
に
な
る
」「
学
校
に
行
き

づ
ら
い
」「
落
ち
着
き
が
な
い
」「
子
育
て
に
不

安
が
あ
る
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
専
門

ス
タ
ッ
フ
が
対
応
し
ま
す
。

相
談
費
用　

無
料

対
象　

新
生
児
か
ら
中
学
校
卒
業 

　

ま
で
の
こ
ど
も
・
そ
の
保
護
者

相
談
受
付　

平
日
９
時
～
17
時

利
用
方
法　

ま
ず
は
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。　

 

　

公
立
大
学
法
人
和
歌
山
県
立
医
科
大
学

　

小
児
成
育
医
療
支
援
室
（
病
院
棟
３
階
）

　

℡
０
７
３-

４
４
１-

０
８
２
６

問　

保
健
セ
ン
タ
ー　

℡
82-

３
２
２
３

期
間　

７
月
１
日
（
水
）
～
８
月
31
日
（
月
）　 

　

こ
の
時
期
に
は
、
ト
ラ
ブ
ル
や
犯
罪
に
巻
き

込
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。
こ
ど
も
た

ち
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
よ
う
、
ご
家
庭
で
の

声
か
け
や
、
地
域
で
の
見
守
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
合
言
葉

　

・
家
族
の
ふ
れ
あ
い

　

・
地
域
の
絆

　

・
安
全
・
安
心
な
環
境
づ
く
り

推
進
機
関　

教
育
委
員
会

　
　
　
　
　

有
田
市
青
少
年
育
成
市
民
会
議

こ
ど
も
の
発
達
や
子
育
て
の
悩
み
を

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
夏
の
こ
ど
も
を
守
る
運
動

■ごみ処理施設や収集車で火災事故が増えています！
　リチウムイオン電池は、モバイルバッテリーやスマートフォン、タブレッ
ト、携帯ゲーム機、電子たばこなど身の回りの様々な製品で使用されてい
ます。
　しかし、破損や変形により発火する危険性が高く、処理施設や収集車両
で発火した事例が多く報告されています。
　処理施設等で発火すれば、ごみの収集・処理が一時ストップしてしまい、
市民の皆様の生活に支障をきたすおそれがあるため、正しい廃棄にご協力
をお願いします。
※市指定ごみ袋や市が設置している使用済み電池回収缶には、絶対に入れ 
　ないでください。

■リチウムイオン電池（モバイルバッテリー）の処分先
●市内回収協力店
・ケーズデンキ有田店（糸我町中番 25）
　℡ 88-2228
・( 株 ) タマキ電器（宮原町滝川原 111）
　℡ 88-6006

※電池を使いきり、端子部分にテープを貼るなどして絶縁してください。

発火後のリチウムイオン電池

火災後の収集車

●市役所生活環境課の窓口、
　清掃センター（千田）
※メーカーが不明な物やバッテ 
　リーが膨張している等の理由で 
　回収協力店への引き渡しが難し 
　い場合

リチウムイオン電池(モバイルバッテリー）の処分方法　 　問　生活環境課　℡22-3565

人口　24,452 人（前月比 -67 人）
男　11,645 人　女　12,807 人
世帯数　11,576 戸

～有田市からのおしらせ～

Arida Information

人口・世帯数
【令和 8年 6月１日現在】

 
令
和
８
年
度

　
　
　
固
定
資
産
税
（
第
２
期
）

　
　
　
国
民
健
康
保
険
税
（
第
１
期
）

　
　
　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
第
１
期
）

　
　
　
介
護
保
険
料
（
第
１
期
）

　
　
　
納
期
限
は
７
月
31
日
（
金
）
で
す
。

実
施
日
①　

８
月
２
日
（
日
）
８
時
～
９
時
受
付

　

申
込
み　

７
月
13
日
（
月
）
ま
で

実
施
日
②　

９
月
13
日
（
日
）
８
時
～
９
時
受
付

　

申
込
み　

８
月
24
日
（
月
）
ま
で

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

※
無
料
で
受
診
で
き
ま
す
。

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。 

　

電
話
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

　

よ
り
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
健
診
会
場
で
野
菜
摂
取
レ
ベ
ル
が
分
か
る 

　
「
ベ
ジ
チ
ェ
ッ
ク
®
」な
ど
の
測
定
が
で
き
ま
す
。

■
特
定
健
診
・
30
代
健
診

対
象　

今
年
度
30
～
74
歳
の
市
国
保
加
入
者

内
容　

問
診
・
診
察
・
身
体
測
定
・
血
圧
測
定
・

　

尿
検
査
・
心
電
図
・
血
液
検
査

※
特
定
健
診
と
は
…
自
覚
症
状
の
な
い
生
活
習 

　

慣
病
の
サ
イ
ン
を
早
期
に
発
見
す
る
た
め
の 

　

健
診
で
す
。

■
が
ん
検
診

対
象　

今
年
度
40
歳
以
上
に
な
る
市
民

※
受
診
で
き
る
検
診
は
、
が
ん
検
診
受
診
券
に 

　

記
載
し
て
い
ま
す
。

検
診
種
別　

胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
・
肺
が
ん
・

　

乳
が
ん
・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

■
後
期
高
齢
者
医
療
の
健
診

対
象　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

内
容　

問
診
・
診
察
・
身
体
測
定
・
血
圧
測
定
・

　

尿
検
査
・
心
電
図
・
血
液
検
査

※
お
電
話
で
保
険
年
金
課
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
受
診
の
際
は
、
ピ
ン
ク
色
の
後
期
高
齢
者
医 

　

療
の
健
康
診
査
受
診
券
が
必
要
で
す
。

・
問　

保
険
年
金
課　

℡
22-

３
５
１
２

　
　
　
　

保
健
セ
ン
タ
ー　

℡
82-

３
２
２
３

あ
な
た
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
！

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

5◯  ＡＲＩＤＡ　2026 . 7 4◯  ＡＲＩＤＡ　2026 . 75◯  ＡＲＩＤＡ　2026 . 7




